
阿見町開発指導要綱 

 

(目的) 

第 1 条 この要綱は，阿見町における開発行為等に関し，その手続及び必要な事項を定め

ることにより，良好な市街地の形成及び住環境の保全に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この要綱において使用する用語は，都市計画法(昭和 43年法律第 100号。以下「法」

という。)において使用する用語の例によるほか，次の各号に掲げる用語の意義は，当該

各号に定めるところによる。 

(1) 開発行為 法第 4 条第 12 項に規定する開発行為のうち法第 29 条又は第 43 条第 1

項の規定による許可を要するものをいう。 

(2) 土地開発事業 一団の土地の区画形質の変更に係る事業であって，茨城県土地開発

事業の適正化に関する指導要綱(昭和 48 年 4 月 2 日公告。以下「適正化指導要綱」と

いう。)第 9の 1の規定により，当該事業に係る工事の設計を定めるに当たって，当該

設計が適正化指導要綱別表第 1 に定める設計の基準に適合するものであることについ

て茨城県知事の承認を要するものをいう。 

(3) 開発行為等 開発行為及び土地開発事業をいう。 

(4) 事業者 開発行為等を行う者をいう。 

(5) 公共公益的施設等 公共施設，公益的施設その他これらに類する施設をいう。 

(適用範囲) 

第 3条 この要綱は，次の各号のいずれかに該当する開発行為等について適用する。 

(1) 開発区域の面積が 1,000平方メートル以上である開発行為 

(2) 開発区域(市街化区域にあるものに限る。)の面積が 1,000平方メートル未満である開

発行為のうち，同一の事業者が従前の開発区域に接続して開発行為を行い，それら開発

区域の面積の合計が 1,000平方メートル以上となるもの 

(3) 開発区域の面積が 10,000 平方メートル（土採取にあっては，10,000 平方メートル

又は 20,000立方メートルとする。）以上である土地開発事業 

(4) 全号に掲げるもののほか土地利用に関し町長が特に重要と認める開発行為等 

2 前項の規定は，建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第 85条に規定する仮設建築物の建

築を目的とする開発行為等には適用しない。 

(基本計画) 

第 4 条 事業者は，開発行為等の計画にあたり，次に掲げる事項を勘案しなければならな

い。 

(1) 法第 8条に規定する地域地区に適合すること。 

(2) 阿見町総合計画における土地利用に関する基本構想及び阿見町都市計画マスタープ

ランにおける土地利用に関する計画に適合すること。 



(3) 阿見町公共公益的施設整備基準に適合すること。 

(4) 開発区域及びその周辺地域における公共公益的施設等の計画に適合すること。 

(5) 遺跡，文化財等の保護保全が図られること。 

(6) 良好な景観の整備及び保全が図られること。 

(7) その他関係法令に適合すること。 

(事前協議) 

第 5 条 事業者は，開発行為等を行おうとするときは，開発行為等事前協議申出書(様式第

1号)に関係書類を添えて，町長に提出しなければならない。 

(土地利用事前審査会) 

第 6 条 町長は，前条の規定による申出について，阿見町土地利用事前審査会(以下「審査

会」という。)においてその内容を審議するものとする。 

2 審査会の委員は，次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 産業建設部都市計画課長(以下「都市計画課長」という。) 

(2) 開発行為等の計画がその所管する事務に関わる課等(以下「関係課等」という。)の長

又は当該課等に所属する職員のうちから当該課等の長が指名する者 

3 審査会の会務は，都市計画課長が総理する。 

4 審査会による審議は，都市計画課長が招集し，その議長となる会議によって行う。ただ

し，開発行為等の内容に関して疑義が生じるものではないと認められるときは，審査会の

会議に代えて，審査会の委員に対する持ち回り審議によって行うことができる。 

(指示書) 

第 7条 町長は，前条の規定により審議した結果について，指示書(様式第 2号)及び土地利

用事前審査会指示事項確認書(様式第 3号。以下「確認書」という。)により事業者に通知

するものとする。 

2 事業者は，指示書及び確認書により指示を受けた事項について，必要な措置を講じると

ともに関係課等と協議等を行い，確認書に確認印を受けるものとする。 

3 事業者は，全ての関係課等との協議等が完了したときは，報告書(様式第 4 号)に確認書

を添えて町長に提出しなければならない。この場合において，協議等に基づき開発行為等

の内容を変更するときは，併せて当該変更に係る関係書類を提出しなければならない。 

(事前協議の完了) 

第 8 条 町長は，前条の報告書の内容が適切であると認める場合は，事前協議完了通知書

(様式第 5号)により事業者に通知するものとする。 

(土地利用合理化協議会) 

第 9 条 町長は，第 5 条の規定による申出に関し，次の各号のいずれかに該当するものに

ついては，審査会による審議に加えて，阿見町土地利用合理化協議会(以下「合理化協議

会」という。)に付議するものとする。この場合において，事業者は，阿見町土地利用合

理化協議会開催申出書(様式第6号)に関係書類を添えて，町長に提出しなければならない。 



(1) 第 3条第 1項第 1号又は第 2号に該当する開発行為のうち，その開発区域の面積が

5,000平方メートルを超えるもの 

(2) 第 3条第 1項第 3号の土地開発事業 

2 町長は，合理化協議会において協議された事項について，関係課等との協議等を行なう

必要があると認める場合にあっては指示書及び確認書により，その必要がないと認める

場合にあっては阿見町土地利用合理化協議会意見報告書(様式第 7号)により，事業者に通

知するものとする。 

3 第 7条第 2項及び第 3項並びに前条の規定は，関係課等との協議等を行なう必要がある

と認める場合について準用する。 

4 合理化協議会の組織は，別に定める。 

(公共施設の管理者の同意) 

第 10条 法第 32条第 1項に規定する公共施設の管理者は，公共公益的施設等の管理者(以

下「公共施設管理者」という。)とする。 

2 事業者は，法第 32 条第 1 項の規定による協議及び同意に当たっては，茨城県都市計画

法施行細則(昭和 45 年茨城県規則第 45 号)第 4 条に規定する設計説明書を公共施設管理

者に提出して協議を行い，その同意を得なければならない。 

3 前 2項の規定は，第 3条第 1項第 3号の土地開発事業について準用するものとする。 

(協定の締結等) 

第 11 条 事業者は，第 8条(第 9条第 3項において準用する場合を含む。)の規定による開

発行為等の事前協議が完了したときは，町長と当該開発行為等に係る協定を締結しなけ

ればならない。 

2 前項の規定による協定の締結後，開発行為等の内容に変更が生じた場合は，事業者は，

直ちに都市計画課長に報告するとともに，必要に応じて関係課等と個別に協議をしなけ

ればならない。 

(周辺住民等への周知) 

第 12条 事業者は，開発行為等を行うに当たって，開発区域に係る土地が所在する行政区

の区長及び開発区域の周辺住民等に対して開発行為等の計画に関する説明を行い，周知

を図らなければならない。 

2 町長は，前項の規定による説明の経過について，事業者に対し報告を求めることができ

る。 

(工事中の被害防止) 

第 13条 事業者は，開発行為等に伴う土砂の流出，交通の妨害，住宅や農作物等に対する

被害等を防止するとともに，工事に伴う騒音，振動等の公害に係る対策を講じなければな

らない。 

2 事業者は，前項の被害等又は公害が発生した場合は，自己の責任において速やかに解決

を図らなければならない。 



(完了検査) 

第 14条 町長は，開発行為が完了したときは，次条の規定により事業者が町に帰属させよ

うとする公共公益的施設等について，完了検査を行う。 

2 前項の完了検査に必要な書類等は，別に定めるものとする。 

(公共公益的施設等の帰属) 

第 15 条 事業者は，開発行為により新たに設置した公共公益的施設等(その用に供する土

地を含む。)で，法第 39条及び第 40条第 2項の規定によりその管理を町に帰属させるも

のについては，新設公共公益的施設等引継書(様式第 8号。以下「引継書」という。)に必

要な書類を添付し，町長に提出しなければならない。 

2 引継書は，前条の規定による完了検査後に提出しなければならない。 

3 事業者は，当該公共公益施設等の用に供する土地について，抵当権，先取特権その他の

担保物権が存在するときはそれを消滅させるとともに，適正な地目に変更した後にその

管理を町に帰属させなければならない。 

4 前 3項の規定は，第 3条第 1項第 3号の土地開発事業について準用するものとする。 

(その他) 

第 16条 開発行為等は，この要綱に定めるもののほか，法に基づく開発基準，茨城県開発

行為の技術基準その他関連法令に従って行うものとする。 

 

   附則 

この要綱は，平成 30年 11月 1日から施行する。 


